
著作権法第35条
授業目的公衆送信

1



著作物とは
☆著作権法では、著作物を次のように定義している

・思想又は感情を創作的に表現したもの（文芸・学術・美術・音楽など）

↓創作性がないもの（著作権侵害に当たらないもの）

・事実・データ、短文・定義（本能寺の変1582年、富士山の標高3,776メートル）

・アイデア（注）アイデアそのものは著作権侵害に当たらないが、他人のアイデア奪うと盗用

2



主な著作物とは

・言語の著作物：論文、講演、小説、詩歌、俳句など

・データベースの著作物

・編集著作物：百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など、複数の素材からなり素
材の選択又は配列に創作性があるもの

・二次的著作物：著作物（原著作物）を翻訳、翻案（映画化など）して創作した
もの

・その他：楽譜、歌詞、写真、コンピュータ・プログラム、劇場用映画、ネット配信
動画、ゲームソフトなど
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著作権とは

・ 「著作物」を創作した者（「著作者」）に与えられる、自分が創作した著作物を無断で
コピーされたり、インターネットで利用されない権利である。

・自分が創った著作物を他人が利用したいといってきたときは条件をつけて許可すること
ができる。

・他人の著作物を利用するには創った人の許可を得ることが必要である。

※ただし、全て許諾を取ると著作権者も著作物を使用する人も不都合が発生するため、
例外規定を設けている。

4



著作権が自由に使える例外（一例）

・私的使用のための複製（第30条）

・図書館における複製・インターネット送信等（第31条第1項）

・引用・転載（第32条）

・学校その他の教育機関における複製・公衆送信・公の伝達（第35条）※補償金

・試験問題としての複製等（第36条）

・その他
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⑤権利者利益への影響

• 授業を行う上で、教員や学生が通常購入あるいは貸与等すべき
教科書や一人一人が演習のために直接記入する問題集等の資
料に掲載された著作物について、それらが掲載されている資料の
購入の代替となるような複製や公衆送信。
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